
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第６３号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２６年５月１日 ２０時００分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第６区の神崎
かんざき

川河口 

 大阪府大阪市所在の大阪常吉
つねよし

防波堤灯台から真方位０２３°１,４６０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３５°２４.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月２２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第一大高
おおたか

丸、３６３トン 

 １３４９２３、有限会社越智海運 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、大阪市西淀川区の製鉄会社の専

用岸壁において、線材約９０５ｔを積載し、船首約２.９０ｍ、船尾

約３.２５ｍの喫水で、平成２６年５月１日１９時５０分ごろ出発し

た。 

 本船は、神崎川を河口に向け、神崎川橋橋梁灯（Ｃ２灯）を船首目

標として南西進し、神崎川橋を通過した直後、２０時００分ごろ座洲

した。 

 船長は、離洲を試みたものの、自力での離洲を諦め、救助を要請

し、５月３日２１時１５分ごろ来援した船舶の支援を受けて離洲し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１４３cm 

 その他の事項  本船は、１か月に約５～６回本インシデント発生海域を航行してお

り、過去に本インシデント発生場所付近で船底が接触したことがあっ

たので、船長は、海図に記載された水深よりも浅くなっていることを

感じていた。 

 船長は、神崎川を河口に向けて航行するに当たり、長年の航行経験

から、右舷側が浅くなっていると認識しており、神崎川橋を通過後、

右に変針して中島川第６号灯浮標へ向ける予定であったが、右転が遅

れた。 

 一等航海士は、平成２５年１０月の台風以降、本インシデント発生



 

場所付近を航行する船舶が船底を接触していることを知っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、阪神港大阪第６区の神崎川河口付近を南西進中、船長が、

神崎川橋を通過した後、右転する際、右転時機が適切でなかったこと

から、浅所へ接近することとなり、浅所に座洲したものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、阪神港大阪第６区の神崎川河口

付近を南西進中、船長が、神崎川橋を通過した後、右転する際、右転

時機が適切でなかったため、浅所へ接近することとなり、浅所に座洲

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダー、ＧＰＳプロッターなどを用いて本船の位置を正確に把

握し、舵の操作を適切な時機に行うこと。 

 ・川底に土砂、泥等が堆積して水深が浅くなっているおそれがある

ことを知っている場合、積荷量を減らすなどし、喫水を浅くして

航行することが望ましい。 

 


